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揖
斐
川
森
林
だ
よ
り

揖
斐
川
森
林
だ
よ
り

〜
こ
れ
か
ら
の
森
林
づ
く
り
の
た
め
に
〜

【
第
十
回
】平
成
二
十
年
度
第
二
回
会
議
よ
り

（
揖
斐
川
町
森
林
づ
く
り
推
進
会
議
事
務
局
）

日坂の林道沿いにある森林公社の間伐実施箇所の研修
平成19年に間伐を実施、道に近い部分については、間伐材を搬出した。
（30～32年生、スギ、ヒノキ）
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当
で
す
か
。

Ａ
国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
課
税
と
な
っ

て
お
り
、
ご
家
族
の
保
険
税
を
世
帯
主
が
納

付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら
は
、
後
期
高
齢
者
に
該
当
さ

れ
た
方
は
原
則
、
年
金
天
引
き
と
な
り
、
被

保
険
者
ご
と
に
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
世
帯
主
は
確
定
申
告
時
に
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
控
除
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

に
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
な
場
合
が
ご
ざ
い

ま
す
の
で
詳
し
く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険

Ｑ
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
８
月
か
ら
１

割
か
ら
３
割
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
で

す
か
。

Ａ
年
齢
が
満
70
歳
を
迎
え
た
翌
月
か
ら
、
医

療
費
の
自
己
負
担
は
１
割
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
前
年
の
世
帯
の
所
得
が
一
定
以
上
の

方
は
、
現
役
並
み
所
得
者
と
み
な
さ
れ
、
負

担
割
合
が
３
割
と
な
り
ま
す
。
尚
、
毎
年
所

得
の
見
直
し
を
行
い
例
年
７
月
下
旬
に
高
齢

受
給
者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
会
社
を
退
職
し
ま
す
が
、
国
民
健
康
保

険
に
入
る
に
は
何
が
必
要
で
す
か
。

Ａ
国
保
の
加
入
は
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら

と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
退
職
日
が
わ
か
る

書
類
が
必
要
で
す
。

具
体
的
に
は
、
離
職
票
ま
た
は
資
格
喪
失
連

絡
票
と
認
め
印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
届
出

は
、
資
格
喪
失
後
14
日
以
内
に
届
け
出
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

Ｑ
入
院
し
ま
す
の
で
、
送
付
先
を
息
子
の

と
こ
ろ
に
し
て
も
ら
え
ま
す
か
。

Ａ
保
険
者
と
し
て
も
、
送
付
先
を
教
え
て
い

た
だ
く
と
確
実
に
郵
送
で
き
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
お
電
話
で
結
構
で
す
の
で
届
出

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
先
日
、
夫
が
死
亡
し
ま
し
た
が
保
険
税

は
支
払
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か
。

Ａ
死
亡
月
の
前
月
ま
で
の
保
険
料
は
お
支

払
い
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
額
の
変
更
通
知
は
死
亡
月
の
翌
月

下
旬
と
な
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

　
℡
２
２
‐
２
１
１
１

　
政
府
・
与
党
に
お
い
て
、
６
月
12
日
に
保

険
料
等
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
、
決
定
さ
れ

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
今
回
の
見

直
し
は
、
所
得
の
低
い
方
へ
更
な
る
負
担
軽

減
を
図
り
、
制
度
を
利
用
し
や
す
く
す
る
よ

う
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
事
項
は
次
の
と

お
り
で
す
。

①
保
険
料
の
７
割
軽
減
世
帯
に
対
し
、
軽
減

割
合
を
８
・
５
割
に
拡
大
し
ま
し
た
。

②
年
金
か
ら
の
保
険
料
徴
収
に
対
し
て
、
口

座
振
替
に
よ
る
納
付
が
可
能
と
な
り
ま
し

た
。
た
だ
し
、
過
去
２
年
間
の
滞
納
が
な

い
こ
と
な
ど
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

③
診
療
報
酬
に
お
け
る
終
末
期
相
談
支
援
料

に
つ
い
て
、
当
面
凍
結
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

医
療
保
険
Ｑ
＆
Ａ

■
後
期
高
齢
者
（
長
寿
）
医
療
　

Ｑ
今
ま
で
、
国
民
健
康
保
険
は
口
座
振
替

で
納
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
は
、
ど
う
し
て
納
付
書
で
納
め
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
か
。

Ａ
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
、
平
成
20
年

度
か
ら
は
じ
ま
っ
た
た
め
、
口
座
振
替
に
は

加
入
者
の
申
し
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
新
た
に
口
座
振

替
依
頼
書
の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
身
体
障
害
者
手
帳
の
３
級
を
持
っ
て
い

ま
す
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
一
定
の
障
が
い

者
は
、
そ
れ
ま
で
の
医
療
保
険
か
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
ど
ち
ら
か
に
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
た
め
費
用
負
担
等
を
比
較
し
て
検
討

さ
れ
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
通
知
が
き
ま

し
た
が
、
夫
婦
の
合
計
額
が
国
保
の
時
よ
り
、

高
く
な
り
ま
し
た
が
脱
退
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
か
。

Ａ
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
で
は
、
保
険
料
を
導
く
計
算
式
が
異
な
る

た
め
、
中
に
は
負
担
が
増
え
る
方
も
み
え
ま

す
。

　
国
保
は
町
が
、
後
期
医
療
は
県
単
位
で
運

営
し
て
い
ま
す
の
で
何
と
ぞ
ご
理
解
を
お
願

い
し
ま
す
。

Ｑ
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
が
送
ら
れ
て

き
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
と
き
使
用
す
る
の
で

す
か
。

Ａ
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
は
入
院
時
の

食
事
療
養
費
等
の
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
該
当
者
に
は
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
し
た
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ｑ
今
年
の
10
月
に
75
歳
に
な
り
ま
す
が
、
保

険
証
は
い
つ
送
付
さ
れ
ま
す
か
。

Ａ
誕
生
日
を
迎
え
る
前
月
に
郵
送
で
お
届

け
し
ま
す
。

Ｑ
年
金
か
ら
の
天
引
き
で
は
、
住
民
税
が

増
え
る
と
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
見
ま
し
た
が
本

後
期
高
齢
者
医
療（
長
寿
医
療
）

制
度
の
改
善
に
つ
い
て
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新
農
業
委
員
は
次
の
と
お
り
で
す
。
　

【
お
問
い
合
せ
先
】

揖
斐
川
町
農
業
委
員
会
事
務
局
　

℡
２
２
‐
２
１
１
１

　
住
民
票
・
戸
籍
の
個
人
情
報
の
保
護
等
の

た
め
、
本
年
５
月
１
日
か
ら
次
の
よ
う
な
ル
ー

ル
と
な
る
法
律
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

１
　
住
民
票
等
（
住
民
票
の
写
し
・
戸

籍
証
明
書
を
い
い
ま
す
。）
の
交
付

請
求
の
際
の
正
当
な
理
由
の
明
示
と

本
人
確
認

２
　
転
出
、
転
入
等
の
住
民
異
動
届
出

及
び
養
子
縁
組
、
協
議
離
縁
、
婚
姻
、

協
議
離
婚
、
認
知
の
戸
籍
の
届
出
の
際
、

窓
口
に
来
ら
れ
た
方
の
本
人
確
認

　「
本
人
確
認
」
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で

行
い
ま
す
。

　
窓
口
に
来
ら
れ
た
方
に
つ
い
て
、
運
転
免

許
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
写
真
付
き
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
の
写
真
付
き
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
に
よ
り
、
確
認
を
し
ま
す
。

　
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
が
な
い
場
合

は
、
次
の
例
を
参
考
に
２
点
以
上
の
書
類
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
①
と
②
の
保
険
証
の

見
本
写
真
は
８
月
号
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

①
国
民
健
康
保
険
証
と
介
護
保
険
証

②
後
期
高
齢
者
医
療
（
長
寿
医
療
）
被
保
険

者
証
と
介
護
保
険
証

③
国
民
健
康
保
険
証
と
年
金
証
書

④
健
康
保
険
証
と
年
金
手
帳

⑤
学
生
証
と
年
金
手
帳

　
書
類
の
組
み
合
わ
せ
は
、
こ
の
他
に
も
あ

り
ま
す
。
本
人
確
認
書
類
に
関
す
る
詳
し
い

こ
と
は
６
月
号
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

℡
２
２
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
１
０
）

○
毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
に
付
加
保

険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
付
す
る
と
、
老

齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ

る
付
加
年
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。
　

■
付
加
保
険
料
の
額
　
月
額
　
４
０
０
円

■
納
付
で
き
る
方

・
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

※
保
険
料
の
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を
受
け

て
い
る
方
や
、
国
民
年
金
基
金
の
加
入
員
を

除
き
ま
す
。

・
任
意
加
入
被
保
険
者

※
65
歳
以
上
の
特
例
任
意
加
入
被
保
険
者
を

除
き
ま
す
。

■
付
加
年
金
の
額

　
年
金
額
＝
２
０
０
円

　
　
　
　
　
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

　【
具
体
例
】

　
付
加
保
険
料
を
10
年
間
納
付
し
、
65
歳
か

　
ら
受
給
す
る
場
合

　
付
加
保
険
料

　
４
０
０
円
×
10
年
（
１
２
０
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
４
８
０
０
０
円

　
付
加
年
金
額
（
１
年
間
に
も
ら
え
る
額
）

　
２
０
０
円
×
10
年
（
１
２
０
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
２
４
０
０
０
円

※
付
加
年
金
を
２
年
間
受
給
す
る
と
、
納
付

し
た
付
加
保
険
料
相
当
分
の
金
額
に
な
り

ま
す
。

※
な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
65
歳
よ
り
前
に

繰
上
げ
受
給
、
ま
た
は
66
歳
よ
り
後
に
繰

下
げ
受
給
す
る
場
合
に
は
、
付
加
年
金
額

も
老
齢
基
礎
年
金
の
減
額
率
・
増
額
率
に

応
じ
て
、
減
額
・
増
額
さ
れ
ま
す
。

■
受
給
開
始
時
期

　
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
月

の
翌
月
か
ら

【
申
請
方
法
】

　
役
場
住
民
課
ま
た
は
各
振
興
事
務
所
国
民

年
金
担
当
窓
口
に
て
付
加
保
険
料
納
付
の
お

申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

《
持
参
す
る
も
の
》

・
年
金
手
帳

・
印
鑑

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
住
民
課

　
℡
２
２
‐
２
１
１
１

　
今
年
は
３
年
に
一
度
の
農
業
委
員
統
一
選

挙
の
年
で
す
。
20
回
目
と
な
る
統
一
選
挙
は

去
る
７
月
１
日
に
告
示
さ
れ
、
立
候
補
者
が

定
数
を
上
回
る
こ
と
な
く
無
投
票
と
な
り
ま

し
た
。

　
ま
た
、
選
挙
に
よ
る
委
員
の
ほ
か
に
、
農

業
団
体
等
の
推
薦
に
よ
る
委
員
も
選
任
さ
れ

総
勢
20
名
の
新
農
業
委
員
が
決
ま
り
ま
し

た
。

　
新
農
業
委
員
の
皆
さ
ん
の
任
期
は
７
月
20

日
か
ら
３
年
間
で
、
農
地
の
売
買
や
貸
借
、

転
用
な
ど
に
つ
い
て
の
業
務
を
は
じ
め
優
良

農
地
の
確
保
等
、
農
業
・
農
民
の
利
益
代
表

者
と
し
て
地
域
農
政
の
振
興
・
発
展
に
向
け

た
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

住
民
票
・
戸
籍
の
窓
口
で
の
「
本
人
確
認
」

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

付
加
保
険
料
を
納
付
し
ま
せ
ん
か
？

町
の
農
業
委
員
さ
ん
を

　
　
　
　
　
　

ご
紹
介
し
ま
す

氏　
　

名

宗
宮　

孝
生

野
原　

定
夫

浅
野　

義
一

大
野　

二
三

清
水　

亮
平

太
田　

廣
美

宮
川　
　

博

香
田　
　

徹

高
橋　

政
美

長
柄　

忠
男

野
村　

和
孝

竹
中　

久
和

高
橋　

冨
美
雄

若
山　

正
木

岡
部　

輝
男

杉
山　

種
男

林　
　

孝
之

羽
實　

正
義

寺
井　

達
夫

中
澤　
　

登

担
当
地
区
等

議
会
推
薦

議
会
推
薦

議
会
推
薦

議
会
推
薦

農
業
共
済
組
合
推
薦

農
業
協
同
組
合
推
薦

土
地
改
良
区
推
薦

北
方

大
和

揖
斐

清
水

小
島

𦙾
永

谷
汲

長
瀬

横
蔵

春
日

久
瀬

藤
橋

坂
内

揖斐川町農業委員会委員名簿（敬称略）
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い
た
だ
き
調
査
票
に
ご
記
入
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
統
計
法
で
は
、
正
確
な
統
計
を
作
成
す
る

た
め

①
調
査
票
の
記
入
及
び
提
出
の
義
務
（
申
告

義
務
）

②
調
査
員
を
は
じ
め
と
す
る
調
査
関
係
者
の

守
秘
義
務

③
調
査
票
の
統
計
目
的
以
外
へ
の
使
用
禁
止

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
個
人
情
報
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安

心
し
て
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
※
調

査
員
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
発
行
さ
れ
た
調

査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。
不
審
に
思
わ

れ
た
場
合
は
提
示
を
お
求
め
く
だ
さ
い
。）

【
問
い
合
わ
せ
先
】
揖
斐
川
町
役
場
政
策
広

報
課
　
℡
２
２-

２
１
１
１
（
内
線
１
１
４
）

■
日
時
　
10
月
11
日
（
土
）

９
時
30
分
～
16
時

■
場
所
　
岐
阜
刑
務
所

■
主
な
内
容
　
刑
務
所
・
少
年
鑑
別
所
紹
介

パ
ネ
ル
の
展
示
・
ビ
デ
オ
放
映
、
刑
務
所

内
見
学
、
性
格
検
査
、
模
擬
店
な
ど

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
刑
務
所

℡
０
５
８-

２
３
９-

９
８
２
１

　
岐
阜
県
で
は
、
家
庭
や
地
域
（
事
業
所
・

各
種
団
体
・
サ
ー
ク
ル
な
ど
）
に
お
け
る
食

事
や
運
動
な
ど
生
活
習
慣
病
予
防
の
取
組
事

例
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
積
極
的
な
取
組
事

例
を
選
定
し
、
み
な
さ
ん
に
紹
介
し
て
い
き

ま
す
。

【
応
募
方
法
】

　
所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
し
て
く
だ
さ
い
。

【
応
募
用
紙
配
布
】

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
ま

た
は
岐
阜
県
健
康
長
寿
財
団
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

【
応
募
期
限
】

　
９
月
30
日
（
火
）
必
着

※
選
定
さ
れ
た
家
庭
・
団
体
に
は
図
書
カ
ー

ド
を
進
呈
、
選
定
さ
れ
な
か
っ
た
家
庭
・

団
体
に
も
抽
選
で
図
書
カ
ー
ド
が
当
た
り

ま
す
。

【
問
い
合
せ
・
申
込
先
】

　（
財
）
岐
阜
県
健
康
長
寿
財
団

　
〒
５
０
０
‐
８
３
８
４
　

　
岐
阜
市
薮
田
南
５-

１
４-

１
２

　
℡
０
５
８-

２
７
３-

１
４
５
６
　

　
FAX
０
５
８-

２
６
８-

６
０
１
５

　
ア
ド
レ
ス

　h
ttp

://w
w

w
.k

e
n

k
o
u

g
ifu

.o
r.jp

/

　

■
日
時
　
　
９
月
７
日
（
日
）

８
時
30
分
～
11
時
頃

■
集
合
場
所
　
道
の
駅
　
星
の
ふ
る
里
ふ
じ

は
し
　
駐
車
場

■
参
加
対
象
者
　
一
般
お
よ
び
親
子

■
参
加
費
　
１
０
０
円

■
服
装
等
　
散
歩
程
度
の
服
装
。
筆
記
具
、

双
眼
鏡
が
あ
れ
ば
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
観
察
内
容
及
び
主
な
野
鳥
　
里
山
の
鳥
を

中
心
に
観
察
し
ま
す
。
キ
ジ
バ
ト
、
キ
セ

キ
レ
イ
、
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど

■
備
考
　
参
加
申
込
み
・
受
付
は
当
日
朝
、

現
地
に
て
。
荒
天
の
場
合
は
、中
止
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
先
】
日
本
野
鳥
の
会
岐
阜
県

　
支
部
西
濃
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
　
　
伊
藤
　
博

　
℡
０
５
８
４-
９
１-

４
４
４
７

　
み
ん
な
が
日
本
の
食
を
伝
え
、
農
を
守
り
、

命
を
育
み
ま
す
。

「
私
た
ち
と
一
緒
に
農
業
し
ま
せ
ん
か
」

■
募
集
学
科
・
人
員

　
野
菜
果
樹
学
科
、
畜
産
学
科
　
30
名
程
度

■
修
業
期
間
　
２
年

■
受
験
資
格

①  

平
成
21
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者

②  

推
薦
入
試
の
場
合
は
、
県
内
高
等
学
校

長
が
推
薦
す
る
者

■
出
願
期
間
と
方
法

[

推
薦
入
試]

９
月
29
日
（
月
）
～
10
月
17
日
（
金
）

[

一
般
入
試]

12
月
８
日
（
月
）
～
平
成
21
年
１
月
15
日
（
木
）

入
学
願
書
、
高
等
学
校
調
査
書
等
を
農
業

大
学
校
（
〒
５
０
９-

０
２
４
１
可
児
市
坂

戸
９
３
８
）
へ
提
出

■
入
学
試
験
期
日
と
試
験
科
目

[

推
薦
入
試] 

10
月
24
日
（
金
）

面
接
試
験
及
び
小
論
文

[

一
般
入
試] 

平
成
21
年
１
月
20
日
（
火
）

筆
記
試
験
（
国
語
総
合
と
選
択
科
目
１
科

目
）
及
び
面
接
試
験

【
お
問
い
合
せ
先
】
岐
阜
県
農
業
大
学
校

　
教
務
課
　
℡
０
５
７
４-

６
２-

１
２
２
６

　
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
は
統
計
法
に
基
づ

く
指
定
統
計
調
査
で
、
日
本
の
住
宅
・
土
地

の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
最
も
基
本
的
な
統

計
調
査
で
す
。
調
査
結
果
は
、
耐
震
・
防
災

を
中
心
と
し
た
住
宅
や
都
市
計
画
づ
く
り
な

ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
幅
広
く
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
世
帯
は
、
住
宅
・
土
地
統
計

調
査
は
、
調
査
対
象
地
域
の
中
か
ら
一
定
の

統
計
上
の
抽
出
方
法
に
基
づ
き
選
定
し
ま

す
。
対
象
と
な
ら
れ
た
世
帯
は
お
忙
し
い
と

こ
ろ
恐
縮
で
す
が
、
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解

生
活
習
慣
病
予
防
取
組
事
例
募
集
中
！

バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
の
ご
案
内

第
28
回
岐
阜
矯
正
展
開
催

平
成
21
年
度

岐
阜
県
農
業
大
学
校
学
生
募
集
！

10
月
１
日
現
在
で
平
成
20
年

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
を
行
い
ま
す

安
心
の
警
察
相
談
＃
９
１
１
０

９
月
11
日
は
「
警
察
相
談
の
日
」

【
お
問
い
合
せ
先
】
揖
斐
警
察
署

℡
２
３-

０
１
１
０
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い
じ
め
・
体
罰
・
虐
待
等
を
誰
に
も
打
ち

明
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
悩
み
を
抱
え
て
お

ら
れ
る
方
は
、
ど
な
た
で
も
電
話
相
談
に
応

じ
ま
す
。

■
日
時
　
９
月
８
日
（
月
）

　
　
　
　
〜
９
月
14
日
（
日
）

　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
は
８
時
30
分
～
19
時
ま
で

　
土
・
日
曜
日
は
10
時
～
17
時
ま
で

■
電
話
番
号
　
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
　

０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０

■
相
談
担
当
者
　
子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員

　
平
成
21
年
５
月
21
日
か
ら
裁
判
員
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
模
擬
裁
判
員
に
な
っ
て
、

裁
判
官
と
一
緒
に
な
っ
て
裁
判
員
を
体
験
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時
　
９
月
21
日
（
日
）
13
時
～
16
時
30
分

■
場
所
　
岐
阜
地
方
裁
判
所
大
垣
支
部
（
大

垣
市
丸
の
内
１-

２
２
）

■
応
募
期
限
　
９
月
11
日
（
木
）
必
着

■
定
員
　
40
名
・
成
人
の
み
（
先
着
優
先
）

【
お
申
込
・
お
問
い
合
せ
先
】

岐
阜
地
方
裁
判
所
総
務
課
庶
務
係

℡
０
５
８-

２
６
２-

５
１
２
１
（
内
線
２
０
６
）

FAX
０
５
８-

２
６
２-

２
３
５
３

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０

番
」
電
話
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

裁
判
員
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か

ｉ
ｎ
お
お
が
き

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
法
人
と

し
て
の
資
格
を
認
め
ら
れ
責
任
あ
る
団
体
と

し
て
、
地
域
貢
献
並
び
に
、
高
齢
者
が
元
気

で
生
き
が
い
を
持
ち
働
く
「
場
所
」
の
確
保

と
提
供
の
た
め
、
更
な
る
事
業
推
進
と
健
全

で
透
明
な
運
営
を
進
め
て
い
ま
す
。
国
で
は
、

全
国
の
シ
ル
バ
ー
会
員
100
万
人
を
目
指
し
、

各
地
域
で
高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
元
気
に
地
域

貢
献
を
す
る
社
会
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
当
シ
ル
バ
ー
も
、
会
員
400
人
を
目
標
に

仲
間
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
頑

張
れ
る
方
、
ご
自
分
の
出
来
る
事
で
人
の
役

に
立
つ
事
が
出
来
な
い
か
と
お
考
え
の
方
、

入
会
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
事
務
局
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
仕
事
の
ご
依
頼
受
付

　
平
日
（
月
～
金
曜
日
）
８
時
30
分
～
17
時

☆
説
明
登
録
会
　
９
月
８
日
、
22
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
時
～
11
時
30
分

※
（
事
前
に
申
込
み
が
必
要
で
す
）

【
お
問
い
合
せ
先
】

　
㈳
揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
　

℡
２
３-

０
９
０
７

あ
た
た
か
い
善
意

揖
斐
川
町
役
場
へ

　
７
月
22
日
（
火
）、
西
濃
信
用
金
庫
様

よ
り
、
青
少
年
育
成
の
た
め
に
と
寄
付
金

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

揖
斐
川
尚
和
園
へ

小
寺
　
敏
康
さ
ん
（
三
輪
）
野
菜

岡
部
　
　
稔
さ
ん
（
長
良
）
た
ま
ね
ぎ

松
原
さ
ん
（
大
野
町
小
衣
斐
）
じ
ゃ
が
い
も

細
川
　
　
博
さ
ん
（
大
野
町
大
野
）
野
菜

揖
斐
川
赤
十
字
奉
仕
団
　
す
い
か
・
寒
天

揖
斐
川
町
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
　
お
菓
子

（
社
）
揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

いびがわ　特産品シリーズ　　ヤブカンゾウ（ユリ科）

　ヤブカンゾウは田畑の横にある水路の脇でやや湿った処によく自生するのを見かけます。ノカン

ゾウかなと思って花をよく見ると八重になっているのでヤブカンゾウと確認出来ます。中国原産で

昔々に日本に渡来し、当時は薬用や食用の目的で栽培されていた物が野生化して今日各地で見られ

るようになったのでしょう。この仲間はキスゲ属と言います。キスゲ属の植物は花を朝方に開花し

ても夕刻は萎みます。従って花の寿命は 1 日です。ヤブカンゾウの別名に忘憂、忘れ草があります。

中国の故事に花を見て「憂いを忘れる」と言い、別名はそこから来ています。中華料理の材料に中

国より「金針菜」が輸入されているが、これはヤブカンゾウの母種であるホンカンゾウ（宣草）の

蕾を乾燥した物です。ヤブカンゾウの蕾も同様に利用します、先ず蕾を摘み取り蒸してから日干し

ます。薬用には乾燥した蕾を 1 回量 10-15 グラムに水 500ml を加えて煎じ、半量まで煮詰めて解熱

剤として飲みます。根には紡錘状の塊が根の先に付けます。この塊を利尿剤として煎じて服用します。

食用には「金針菜」と同様に食材として用います。

（岐阜薬科大学名誉教授　水野瑞夫）
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